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地域特性等に応じた土地利用の推進 61001 都市計画課 

適正な規制・誘導施策の推進・運用 61002 宅地課 

地区の特性をいかした良好な市街地整備の推進 61003 地域整備課 
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●市では、これまで、快適でくらしやすいまちづくりに向けて、まちの成り立ちや地形、自然環境など

の地区特性を踏まえながら、台地部を中心に市街化区域を指定するとともに、駅を中心とした用途地

域の段階構成を図り、適正な土地利用を進めてきました。また、開発行為に関する条例や、建築行為

等に関する留意事項を定め、良好な開発行為や建築行為を誘導するとともに、駅周辺などで土地区画

整理事業を進め、地区計画や建築協定などの制度を活用しながら、良好な市街地の形成に努めてきま

した。現在、我孫子駅南口の土地区画整理事業の早期完了に向けて取り組むとともに、布佐駅南側地

区では、地区計画を定めて道路や公園などの都市基盤の整備を進めています。また、活力あるまちづ

くりに向けて、都市計画マスタープランでは、基本構想の土地利用方針の見直しを踏まえ、市街化調

整区域における新たな都市の発展を担う都市的土地利用に関する方針を明らかにしました。 

●今後も引き続き、快適でくらしやすいまちづくりに向けて、市街化区域では、都市計画で定める用途

地域などの地域地区を適正に指定するとともに、幹線道路の整備などの状況に応じて地域地区を見直

していく必要があります。また、都市計画法をはじめとする関係法令や開発行為に関する条例などに

基づき、開発行為や建築行為の適正な規制・誘導を進めるとともに、地区の特性をいかしながら、地

区計画や土地区画整理事業などにより良好な市街地整備を進め、適正な土地利用を誘導していくこと

が求められています。さらに、市街化調整区域では、自然環境の保全・創出に努めるとともに、産業

や観光の振興など、新たな都市の発展を担う都市的土地利用の実現に向けて検討していく必要があり

ます。 

 

■地区計画の決定状況 

つくし野西地区 4.9 良好な住環境の維持と保全 

平成元年 3月 14日決定 

平成 5年 6月 25日変更 

平成 8年 10月 1日変更 

新木駅南側地区 55.8 

土地区画整理事業により形成さ

れる良好な都市環境の維持と増

進 

平成 7年 2月 28日決定 

平成 12年 3月 28日変更 

つくし野５丁目地区 1.0 
計画的な宅地開発により形成さ

れる都市環境の維持と増進 

平成 8年 10月 1日決定 

平成 13年 8月 28日変更 

つくし野北地区 8.7 良好な住環境の維持と保全 平成 10年 11月 20日決定 

高野山宮脇地区 1.7 
土地区画整理事業により整備さ

れる良好な住環境の形成 
平成 12年 2月 4日決定 

高野山東地区 26.0 

低層住宅を中心とした住宅市街

地の形成と手賀沼沿い斜面林の

保全・再生 

平成 17年 2月 25日決定 

平成 18年 2月 17日変更 

緑１丁目地区 2.4 良好な住環境の保全 平成 18年 8月 18日決定 

布佐駅南側地区 12.7 

「文化が香る、緑豊かな安心し

て暮らせるまち 布佐」にふさ

わしい良好な市街地の形成 

平成 19年 2月 23日決定 

合 計 113.2   
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目標 

○地域特性等に応じた土地利用の推進            61001 

地区特性等に応じた適正な土地利用を実現するため、市街化区域では、都市計画で定める用途地域な

どの地域地区を適正に配置するとともに、地区の状況に応じて必要な見直しを行います。また、市街化

調整区域では、自然環境の保全・創出に努めるとともに、新たな都市の発展を担う都市的土地利用につ

いて検討します。 

○適正な規制・誘導施策の推進・運用            61002 

無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を実現するため、都市計画法をはじめとする関係法令や開発

行為に関する条例等に基づき、開発行為や建築行為の適正な規制・誘導を進めます。 

○地区の特性をいかした良好な市街地整備の推進       61003 

快適でくらしやすいまちをつくるため、地区の特性をいかしながら、地区計画や土地区画整理事業な

どの手法により、良好な市街地整備を進めます。また、施行中の我孫子駅前土地区画整理事業と布佐駅

南側まちづくり事業の早期完了をめざします。 

 

【61001】地区特性等に応じた適正な土地利用が行われている。 

【61002】開発行為や建築行為の適正な規制・誘導が行われている。 

【61003】良好な市街地が整備されている。 

 

「適正な土地利用の実現」施策に対する市民満足
度 
（市民アンケートで「満足」・「やや満足」と回答
した人の割合） 

61001 

28.9％ 
（27 年度） 

35％ 

産業や観光の振興など新たな都市の発展を担う
都市的土地利用の実現 

61001 
0 地区 1 地区 

開発行為に関する条例等に基づいて適正な開発
行為の誘導が図られた割合 
（開発許可件数／開発許可申請件数） 

61002 

100％ 100％ 

布佐駅南側の地区計画によるまちづくりの進捗
率 

61003 
59％ 100％ 

 

 




